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口腔機能低下症とは

口腔機能低下症は、加齢だけでなく，

疾患や障害など様々な要因によって，口

腔の機能が複合的に低下している疾患。

放置しておくと咀嚼障害，摂食嚥下障

害など口腔の機能障害を引き起こし，ま

た，低栄養やフレイル、サルコペニアを

進展させるなど全身の健康を損なう。

日本歯科医学会．口腔機能低下症に関する基本的な考え方（令和６年3月）



「口腔機能低下症の検査と診断 －改訂に向けた中間報告－」
一般社団法人日本老年歯科医学会学術委員会，老年歯科医学，2018



口腔機能低下症とオーラルフレイル

オーラルフレイルは、歯の喪失や食べること，話すことに代表されるさ
まざまな機能の『軽微な衰え』が重複し，口の機能低下の危険性が増加
しているが，改善も可能な状態である。またオーラルフレイルは、一般国
民に向けて「口腔に関するさまざまな機能の軽微な衰え」に対する警鐘を
早期から鳴らし，国民啓発を推進すことを目的とした概念である。

一方、口腔機能低下症は、検査結果に基づく疾患名である。以上から、
オーラルフレイルと口腔機能低下症はオーバーラップされる症候であ
り、明確に区分されるものではない。口腔機能低下症とオーラルフレイ
ルは、どちらも重要な概念であり、オーラルフレイルの用語を用いて国
民へ口腔機能に関心を持つことの重要性を啓発していくことが重要であ
る。オーラルフレイルのセルフ評価法（OF-5:Oral frailty 5-item 
Checklist）などで、国民がオーラルフレイルのリスクを感じたら、歯科
医院を訪れ口腔機能低下症の検査を受けるといった流れが一般的になる
ことが望まれる。

「口腔機能低下症の検査と診断 －改訂に向けた中間報告－」老年歯科医学，2018
「オーラルフレイルに関する3学会合同ステートメント」老年歯科医学，2024



口腔機能低下症の保険診療の流れ

口腔機能低下症の検査・診断

↓

管理計画の立案

↓

管理計画の患者等への説明・同意

↓

口腔機能管理

↓

再評価

↓↑

継続管理

日本歯科医学会
「口腔機能低下症に関する基本的な考え方（令和６年3月）」
http://www.jads.jp/basic/



口腔機能低下症

口腔機能精密検査



口腔内細菌カウンタ
（パナソニック）

評価基準

3.162×106CFU/mL以上

滅菌綿棒にて舌表面を３往復擦過

① 口腔衛生状態不良の評価法

①－１ 舌背上の微生物数の測定



① 口腔衛生状態不良の評価法

評価基準 50％以上

①－２ 舌苔付着度（ＴＣＩ）



口腔水分計ムーカス（ライフ）

② 口腔乾燥の評価法

判定基準
27.0未満

②－１ 口腔水分計による計測

Murata口腔湿潤計ムーカス
（村田製作所）



② 口腔乾燥の評価法

⚫ 乾燥重量 2gのガーゼを用いる

（タイプⅢ医療ガーゼ、7.5㎝四方、１２Ply）

⚫ 刺激時唾液量の計測を行う。乾燥したガーゼ
を2分間噛み、唾液をガーゼとともに一塊に回
収する。重量を測定し、増加重量を刺激時唾
液量とする。

判定基準
2g/2分 以下

（ガーゼの種類、大きさによるので、要注意）

②－２ サクソンテストによる評価



バイトフォース
アナライザ(GC)

③ 咬合力低下の評価法

③－１ 歯科用咬合力計よる咬合力の計測

デンタルプレスケールⅡ
(GC)



③ 咬合力低下の評価法

③－１ 歯科用咬合力計よる咬合力の計測

Oramo-bf （住友理工）



③ 咬合力低下の評価法

③－１ 歯科用咬合力計よる咬合力の計測

基準値

プレスケール ２００N未満
プレスケールⅡ

フィルタ機能あり ３５０N未満
フィルタ機能なし ５００N未満

Oramo-bf ３７５N未満

義歯使用者は、装着した状態で測定



③咬合力低下の評価法

③－２ 残存歯数

（残根と動揺度3 の歯を除く）

判定基準
20 本未満（19 本以下）



オーラル ディアドコキネシス
５秒間での合計発音数を計測し、
１秒当たりの回数を算出

④ 舌口唇運動機能低下の評価

判定基準

パ、タ、カ 1 秒当たりの回数

いずれかで 6 回未満

パ：口唇の運動機能

タ：舌前方の運動機能

カ：舌後方の運動機能 健口くんハンディ
（竹井機器工業）



⑤ 低舌圧の評価法

舌圧計 連結チューブ 舌圧プローブ

基準値
３０kPa未満

JMS舌圧計（JMS)

義歯使用者は、装着
した状態で測定

随意的最大舌圧の計測



⑥ 咀嚼機能低下の評価法

グルコセンサー （GC）

⑥-１ グミゼリーを用いたグルコース溶出量による咀嚼能率検査

判定基準
100mg/dL 未満



⑥ 咀嚼機能低下の評価法

⑥-2 咀嚼能率スコア法による評価

咀嚼能力測定用グミゼリー
（ユーハ味覚糖）

判定基準
スコア２以下



⑦ 嚥下機能低下の評価

⑦-1 EAT-10
それぞれの問を5段階で回答

（0 点：問題なし～4 点：ひどく問題）

判定基準
合計点数 3点以上

⑦-2 聖隷式嚥下質問紙
それぞれの問をA,B,Cで回答

判定基準
Aが１つ以上



⑦ 嚥下機能低下の評価

嚥下機能低下の該当者のなかには，嚥下
障害患者が含まれる。

したがって嚥下機能低下が認められた場
合には，嚥下のスクリーニングテスト（反
復唾液嚥下テスト，改訂水飲みテスト，頸
部聴診法など）の結果を踏まえて，必要に
応じて嚥下造影検査や嚥下内視鏡検査など
の精密検査を行う必要がある。



口腔機能精密検査 記録用紙

「口腔機能低下症」

7項目中、
3項目以上低下



何を評価しているのか？

① 口腔不潔

② 口腔乾燥

③ 咬合力低下

④ 舌口唇運動機能低下

⑤ 低舌圧

⑥ 咀嚼機能低下

⑦ 嚥下機能低下

口腔内環境の評価

個別的機能の評価

総合的機能の評価

（上田貴之, Geriatric Medicine, 2018）



口腔機能低下症

口腔機能管理



アウトカムは、低栄養

口腔機能低下症の検査に含まれる、口腔不潔、口腔乾燥、残存歯数、舌圧、
舌口唇機能低下の5項目の該当数と栄養状態（MNA－SF）との関係を分析し
たところ、低下の該当数が3項目を超えると平均MNA値が低栄養状態に達す
ることが明らかとなった。（松尾 浩一郎ら, 老年歯学、2016）

正常

リスク

低栄養



口腔機能低下症に対する口腔機能管理
“病態に基づいた患者教育・指導”

症状・状態 指導の例

全身状態

基礎疾患の把握

服用薬剤の把握

肺炎の既往などの把握

神経疾患の把握

脳血管疾患等による麻痺などの把握

医師・薬剤師・管理栄養士との連携

栄養状態

栄養状態，持続的な体重減少の把握

Body Mass Index（BMI）の把握

下肢周囲長の把握

食品バランスガイドを活用した指導

医師・薬剤師・管理栄養士との連携

口腔機能

口腔機能検査の結果と予後の説明

口腔機能の維持・向上の必要性指導

口腔機能の維持・向上のための生活

習慣改善の指導

動機づけ

咬合支持の確立，義歯の製作・調整

の重要性の指導

歯周治療の重要性の指導

咀嚼の重要性の指導

患者や家族等に対する口腔ケア指導

水分補給の指導・含嗽指導



口腔機能低下症に対する口腔機能管理
“個人の状態に合わせた個別的訓練や個別的指導”

症状・状態 個別的訓練や個別的指導の例

栄養状態

摂取可能食品，摂取食品の多様性の評価・指導

食事内容や食形態の評価・指導

お食事手帳や食事記録アプリを活用した食事指導

口腔衛生状態不良 舌ブラシ等を用いた舌の清掃指導

口腔乾燥

唾液腺マッサージ

口腔体操

含嗽・口腔保湿剤の指導

口唇の運動機能の低下

「パ」の繰り返し発音訓練

口唇の運動訓練（口角牽引，口唇突出など）

吹き戻し（ピロピロ笛）を用いた訓練

無意味音音節連鎖訓練



口腔機能低下症に対する口腔機能管理
“個人の状態に合わせた個別的訓練や個別的指導”

症状・状態 個別的訓練や個別的指導の例

口唇の筋力の

低下

抵抗訓練（りっぷるとれーなー（松風）・ボタンプル訓練など）

頬のふくらまし訓練

舌の運動機能の

低下

可動域訓練

舌の運動訓練（前方や左右へ

の突出運動など）

構音訓練

無意味音音節連鎖訓練

早口言葉

「タ」,「カ」の繰り返し発音訓練

舌の筋力の低下
抵抗訓練（ペコぱんだ（ジェイ・エム・エス）など）

舌圧測定器を用いた訓練

咬合力・咀嚼機

能の低下

チューイングガムやグミゼリーなどを用いた咀嚼トレーニング

咀嚼回数の増加等の咀嚼指導

歯ごたえのある食事の摂取等の食事指導

摂取食品多様性の増加の指導

咬合力・咀嚼機能の低下



口腔機能低下症に対する口腔機能管理
“個人の状態に合わせた個別的訓練や個別的指導”

症状・状態 個別的訓練や個別的指導の例

嚥下機能の低下

嚥下体操

開口訓練

頭部挙上訓練

嚥下おでこ体操

嚥下の間接（食物をもちいない）訓練

嚥下の直接（食物をもちいる）訓練

嚥下機能の低下



口腔機能低下症の保険診療の流れ

口腔機能低下症の検査・診断

↓

管理計画の立案

↓

管理計画の患者等への説明・同意

↓

口腔機能管理

↓

再評価

↓↑

継続管理

日本歯科医学会
「口腔機能低下症に関する基本的な考え方（令和６年3月）」
http://www.jads.jp/basic/

6か月後に再評価（口腔機能精密検査）を行う
（管理中の項目は、３か月毎に検査可能）

低下が２項目以下となっても継続管理可能



詳細は、日本老年歯科医学会ホームページをご覧ください。

http://www.gerodontology.jp/



http://www.gerodontology.jp/



http://www.gerodontology.jp/



http://www.gerodontology.jp/



(日本老年歯科医学会,老年歯学, 2016) (日本老年歯科医学会, Gerodontology, 2018)


